


宮崎県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の概要 

 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

  広域連合の職員は、地方自治法第２５２条の１７の規定に基づく、県内関係市町村か

ら派遣された職員で構成されており、職員は派遣元市町村と広域連合との身分を併任し

ています。 

 

⑴ 職員数の状況（令和３年４月１日現在） 

区 分 令和２年度 令和３年度 対前年増減数 

職員数 
総数 ２４人   ２４人    ０人 

うち女性職員 ８人    ８人    ０人 

 

⑵ 職員の任免などの状況（令和３年４月１日現在） 

区 分 併任発令者数 併任解除者数 

人 数 ７人 ７人 

 

⑶ 年齢別職員数の状況（令和３年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

⑷ 職員の平均年齢（令和３年４月１日現在） 

    ４０．０８歳 

 

 

２ 職員の給与の状況 

  職員派遣に関する協定書により、時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤

務手当は、広域連合が負担し支給する。それ以外の人件費は、派遣元から毎月支給され、

支給額に相当する額を広域連合から派遣元の市町村に対して負担金として支払うこと

により、派遣職員の給与は原則広域連合が負担している。 

  なお、管理職手当、通勤手当及び単身赴任手当については、広域連合の関係規程を適

用した場合の支給相当額が派遣元の関係規程を適用した場合の支給相当額を超えると

きは、その超える部分を広域連合の負担により広域連合が支給している。 

 

 

区分 
24～29 

歳 

30～34 

歳 

35～39 

歳 

40～44 

歳 

45～49 

歳 

50～54 

歳 

55～59 

歳 

60歳 

以上 

職員数 ２ ５ ６ ６ １ １ ２ １ 



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴  職員の勤務時間（令和３年４月１日現在） 

 

 ア 事務局長 

開始時間 終了時間 休憩時間 
１週間当たり 

勤務時間 

９時１５分 

１６時３０分 

※水曜のみ 

１６時１５分 

１２時００分～ 

１３時００分 
３１時間 

  

イ 事務局長以外 

開始時間 終了時間 休憩時間 
１週間当たり 

勤務時間 

８時３０分 １７時１５分 
１２時００分～ 

１３時００分 
３８時間４５分 

 

⑵ 休暇の状況 

   職員の派遣に関する協定書により、派遣元の関係規定を適用することとしています。 

 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 ⑴ 分限処分の状況 

   処分無し 

 

 ⑵ 懲戒処分の状況 

   処分無し 

 

 

５ 職員の服務の状況 

⑴  職務専念免除の状況 

   延べ件数 ６２件 

 

 ⑵ 営利企業等従事の状況 

   該当無し 

 

 

６ 職員の研修の状況 

   延べ件数 ３１件 

 



 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 ⑴ 職員の福祉 

   派遣元の方法によることとしています。 

 

※ ⑵ 利益の保護の状況 

   該当無し 

 

８ 職員の人事評価の状況 

⑴ 人事評価制度の概要 

 ア 目的 

 宮崎県後期高齢者医療広域連合の人事評価制度は、目標管理の手法を用い、その達

成状況や取組み内容、また、職務遂行過程において職員が発揮した能力について、評

価基準を定めて適正に評価することにより、 

①職員の人材育成を図り、公務能率の向上や組織の活性化につなげる。 

②適材適所の人事配置や処遇への反映など、能力と成果に基づく人事管理を推進する。 

③これらを通して、行政サービスの向上を図る。 

ことを目的として実施しています。 

イ 評価期間及び評価区分 

   毎年度４月１日から３月３１日までの評価期間を設定しています。 

評価は、職員の目標に対する成果、能力を客観的な基準に基づいて、「業績評価」と

「能力評価」により実施しています。 

 ウ 人事評価を受ける対象者 

事務局長及び派遣元団体で人事評価を受ける者を除き、すべての一般職の職員を対

象としています。 

エ 評価者及び被評価者 

区  分 １次評価者 最終調整者 

次長級の職員 ― 事務局長 

課長級の職員 ― 事務局長 

課長補佐級以下の職員 課長 事務局長 

 

 

 ※ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４６条又は第４９条の２の規定に基

づき、公平委員会に対して行う措置要求又は審査請求の状況のことです。 

 

 

 


